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附
則

本
県
に
お
い
て
、
自
動
車
等
の
車
両
は
日
常
生
活
や
経
済
活
動
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
交
通
手
段

の
一
つ
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
多
く
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
交
通
事
故
は
尊
い
県
民
の
命
を
奪
い
、
残
さ
れ
た
人
々
に
大
き
な
悲
し
み
を

与
え
る
と
と
も
に
、
交
通
事
故
に
関
係
す
る
人
々
の
生
活
の
維
持
を
困
難
に
し
、
社
会
的
、
経
済
的
活
動

に
対
し
て
も
大
き
な
損
失
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

近
年
、
高
齢
者
に
よ
る
ブ
レ
ー
キ
と
ア
ク
セ
ル
の
踏
み
間
違
い
等
の
運
転
操
作
の
誤
り
、
運
転
中
の
携

帯
電
話
の
操
作
、
あ
お
り
運
転
等
の
危
険
な
行
為
に
よ
る
交
通
事
故
が
発
生
し
て
お
り
、
県
民
が
様
々
な

要
因
に
よ
る
交
通
事
故
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
が
高
ま
っ
て
い
る
。

痛
ま
し
い
交
通
事
故
を
な
く
し
、
真
に
安
全
で
安
心
な
徳
島
県
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
今
、
改
め
て

、
交
通
安
全
に
対
す
る
県
民
の
意
識
を
高
め
、
全
て
の
県
民
一
人
一
人
が
真
剣
に
交
通
安
全
と
向
き
合
い

、
交
通
事
故
を
起
こ
さ
せ
な
い
社
会
風
土
や
環
境
づ
く
り
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

と
り
わ
け
運
転
者
は
、
交
通
事
故
に
よ
っ
て
尊
い
命
が
奪
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を

肝
に
銘
じ
、
交
通
道
徳
に
対
す
る
意
識
を
高
く
持
っ
て
、
周
囲
に
配
慮
し
た
安
全
運
転
に
取
り
組
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
、
人
命
尊
重
の
理
念
に
基
づ
き
、
県
民
が
安
全
で
安
心
で
き
る
交
通
環
境
の
確
立
を
目
指
し
、

交
通
事
故
の
な
い
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
交
通
安
全
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
及
び
運
転
者
等
の
責
務
並
び
に
県

民
、
歩
行
者
及
び
事
業
者
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
交
通
安
全
に
関
す
る
必
要
な
事
項
を

定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
交
通
安
全
対
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
り
、
交
通
安
全
意
識
の
高

揚
及
び
交
通
道
徳
の
向
上
を
期
し
、
も
っ
て
交
通
事
故
の
な
い
安
全
で
安
心
な
社
会
の
実
現
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

一

交
通
安
全

道
路
交
通
の
安
全
を
い
う
。

二

車
両

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
車

両
を
い
う
。

三

自
動
車
等

道
路
交
通
法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
自
動
車
及
び
同
項
第
十
号
に
規
定

す
る
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。



四

自
転
車

道
路
交
通
法
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
の
二
に
規
定
す
る
自
転
車
を
い
う
。

五

運
転
者

自
動
車
等
を
運
転
す
る
者
を
い
う
。

六

事
業
者

事
業
を
行
う
法
人
そ
の
他
の
団
体
又
は
事
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
個
人
を
い
う
。

七

関
係
団
体

交
通
安
全
に
関
す
る
活
動
を
行
う
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
組
織
さ
れ
た
団
体
を
い

う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条

交
通
安
全
は
、
人
命
尊
重
の
理
念
に
基
づ
き
、
交
通
事
故
の
な
い
社
会
の
実
現
を
目
指
す
こ
と

に
よ
り
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

交
通
安
全
は
、
県
民
及
び
事
業
者
の
交
通
事
故
の
な
い
社
会
の
実
現
を
目
指
し
た
自
主
的
な
取
組
が

促
進
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

交
通
安
全
は
、
県
、
市
町
村
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
並
び
に
県
民
及
び
関
係
団
体
が
、
相
互
に
連

携
を
図
り
な
が
ら
、
協
力
し
て
、
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
県
の
責
務
）

第
四
条

県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
国
、
市

町
村
、
県
民
、
事
業
者
及
び
関
係
団
体
と
の
相
互
の
連
携
及
び
協
力
の
下
、
交
通
安
全
に
関
す
る
総
合

的
な
施
策
を
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２

県
は
、
市
町
村
、
県
民
、
事
業
者
及
び
関
係
団
体
が
実
施
す
る
交
通
安
全
に
関
す
る
取
組
を
促
進
す

る
た
め
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
運
転
者
等
の
責
務
）

第
五
条

運
転
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
交
通
安
全
に
関
す
る
法
令
（
以
下
「
交
通
安
全
関
係
法

令
」
と
い
う
。
）
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
歩
行
者
及
び
他
の
車
両
に
危
害
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
す

る
な
ど
自
動
車
等
を
安
全
に
運
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

自
転
車
を
利
用
す
る
者
は
、
当
該
利
用
に
つ
い
て
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
交
通
安
全
関
係
法

令
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八
年

徳
島
県
条
例
第
三
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
の
役
割
）

第
六
条

県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
交
通
安
全
に
関
す
る
理
解
を
深
め
、
交
通
安
全
関
係
法
令

を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
県
、
市
町
村
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
が
実
施
す
る
交
通
安
全
に
関
す
る
施

策
及
び
活
動
に
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
歩
行
者
の
役
割
）

第
七
条

歩
行
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
道
路
を
通
行
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
交
通
安
全
関
係
法

令
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
歩
き
ス
マ
ホ
（
指
で
画
面
上
を
な
ぞ
る
こ
と
等
に
よ
り
携
帯
電
話
又
は
こ

れ
に
類
す
る
機
器
を
操
作
し
な
が
ら
歩
行
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
車
両
へ
の
注
意
力
が
散
漫

と
な
る
行
為
を
慎
む
な
ど
、
道
路
交
通
に
危
険
が
生
じ
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
者
の
役
割
）

第
八
条

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
車
両
の
安
全
な
運
行
を
確
保

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

交
通
安
全
県
民
運
動
の
推
進

（
県
民
運
動
の
推
進
に
向
け
た
環
境
づ
く
り
）



第
九
条

県
は
、
交
通
安
全
に
関
す
る
取
組
が
県
民
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
る
よ
う
、
国
、
市
町
村
及
び

関
係
団
体
と
連
携
し
な
が
ら
、
そ
の
環
境
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
に
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。

（
県
民
の
自
主
的
な
活
動
の
促
進
）

第
十
条

県
は
、
交
通
安
全
に
関
す
る
地
域
住
民
、
事
業
者
等
に
よ
る
自
主
的
な
活
動
が
、
各
地
で
活
発

に
展
開
さ
れ
る
よ
う
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
市
町
村
等
へ
の
支
援
）

第
十
一
条

県
は
、
交
通
安
全
に
関
す
る
市
町
村
の
施
策
及
び
関
係
団
体
の
取
組
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る

よ
う
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
広
報
及
び
啓
発
）

第
十
二
条

県
は
、
交
通
安
全
に
関
す
る
県
民
の
関
心
及
び
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
積
極
的
な
行
動

が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
交
通
安
全
推
進
期
間
）

第
十
三
条

県
は
、
交
通
安
全
に
つ
い
て
県
民
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
た
め
、
交
通
安
全
を
推
進
す
る

た
め
の
取
組
を
集
中
的
に
実
施
す
る
期
間
を
設
け
、
交
通
安
全
に
関
す
る
啓
発
及
び
広
報
並
び
に
県
民

運
動
の
推
進
に
向
け
た
取
組
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
章

交
通
安
全
の
確
保

（
高
齢
者
等
の
交
通
安
全
の
確
保
）

第
十
四
条

県
は
、
交
通
安
全
の
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
高
齢
者
、
障
が
い
者
、
子
ど
も
等
の
交

通
安
全
の
確
保
が
図
ら
れ
る
よ
う
特
別
の
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２

運
転
者
は
、
高
齢
者
、
障
が
い
者
、
子
ど
も
等
の
交
通
安
全
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
道
路
の
交
通
環
境
の
整
備
）

第
十
五
条

県
は
、
道
路
の
交
通
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
、
交
通
安
全
施
設
の
整
備
、
交
通
管
制
の
合

理
化
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
前
項
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
高
齢
者
、
障
が
い
者
、
子
ど
も
等
の
安
全
の
確
保

が
図
ら
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

３

県
は
、
国
、
市
町
村
及
び
道
路
の
交
通
環
境
の
整
備
を
行
う
機
関
と
連
携
し
て
、
交
通
事
故
が
多
発

す
る
箇
所
に
お
い
て
現
地
の
状
況
を
確
認
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
各
道
路
の
管
理

者
等
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。

（
公
共
交
通
の
利
用
促
進
）

第
十
六
条

県
は
、
交
通
事
故
の
抑
制
と
県
民
の
移
動
手
段
の
確
保
を
図
る
た
め
、
市
町
村
及
び
事
業
者

と
連
携
し
て
、
県
民
の
公
共
交
通
の
利
用
促
進
に
向
け
た
取
組
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
交
通
安
全
教
育
の
推
進
）

第
十
七
条

県
は
、
高
齢
者
、
障
が
い
者
及
び
外
国
人
を
は
じ
め
、
全
て
の
県
民
の
交
通
安
全
に
関
す
る

知
識
の
普
及
及
び
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め
、
市
町
村
、
事
業
者
、
関
係
団
体
等
と
連
携
し
な
が
ら
交

通
安
全
教
育
の
推
進
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
、
同
法
第
百
二
十
四

条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
、
同
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
、
児
童
福
祉
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
、
同
法
第
四
十
一
条
に

規
定
す
る
児
童
養
護
施
設
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に



関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
の
長
は
、
そ
の
児
童
、
生
徒
又
は
学
生
に
対
し
、
交
通
安
全
教
育
を
実
施
す
る

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

高
齢
者
、
障
が
い
者
等
の
同
居
者
等
は
、
高
齢
者
、
障
が
い
者
等
の
交
通
安
全
の
確
保
に
必
要
な
助

言
を
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４

事
業
者
は
、
そ
の
従
業
員
に
対
し
て
交
通
安
全
教
育
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
研
究
）

第
十
八
条

県
は
、
交
通
安
全
に
関
す
る
施
策
の
策
定
及
び
実
施
に
必
要
な
調
査
研
究
を
推
進
す
る
も
の

と
す
る
。

第
四
章

危
険
な
運
転
行
為
の
根
絶
等

（
危
険
な
運
転
行
為
等
の
防
止
）

第
十
九
条

運
転
者
は
、
交
通
安
全
関
係
法
令
を
遵
守
し
、
常
に
安
全
運
転
の
徹
底
を
心
掛
け
、
無
免
許

運
転
、
酒
気
帯
び
運
転
、
速
度
違
反
、
携
帯
電
話
又
は
そ
れ
に
類
す
る
機
器
を
操
作
し
な
が
ら
行
う
運

転
、
あ
お
り
運
転
（
幅
寄
せ
、
進
路
妨
害
等
重
大
な
交
通
事
故
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
る
悪
質
か
つ

危
険
な
運
転
行
為
を
い
う
。
）
等
の
危
険
な
運
転
行
為
が
交
通
事
故
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
な
る
こ
と

を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
歩
行
者
及
び
他
の
車
両
の
安
全
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

県
は
、
危
険
な
運
転
行
為
の
防
止
に
関
す
る
広
報
、
啓
発
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。

３

事
業
者
は
、
そ
の
従
業
員
に
対
し
飲
酒
、
過
労
、
病
気
等
の
理
由
に
よ
り
正
常
に
運
転
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
お
そ
れ
の
有
無
を
確
認
す
る
等
危
険
な
運
転
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

（
運
転
者
の
適
切
な
対
応
）

第
二
十
条

運
転
者
は
、
自
ら
の
身
体
の
機
能
の
状
態
、
健
康
の
状
況
等
を
自
覚
し
、
自
ら
の
体
調
、
運

転
操
作
等
に
不
安
を
覚
え
る
と
き
は
、
運
転
を
自
粛
す
る
な
ど
適
切
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
交
通
事
故
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
）

第
二
十
一
条

県
は
、
交
通
事
故
に
よ
る
被
害
者
及
び
そ
の
家
族
に
対
す
る
支
援
の
充
実
を
図
る
た
め
、

相
談
窓
口
及
び
救
済
制
度
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章

財
政
上
の
措
置

第
二
十
二
条

県
は
、
交
通
安
全
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
を
実
施
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置

を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

交
通
安
全
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
及
び
運
転
者
等
の
責
務
並
び
に
県
民
、
歩
行
者
及
び
事
業

者
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
交
通
安
全
に
関
す
る
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
交

通
安
全
対
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
り
、
交
通
安
全
意
識
の
高
揚
及
び
交
通
道
徳
の
向
上
を

期
し
、
も
っ
て
交
通
事
故
の
な
い
安
全
で
安
心
な
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ

の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


